
 

 

 

みんなで協力して、新しい家族を迎える準備をしましょう。 

●妊娠を検討している方へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お母さんになる準備 
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神津島村では不妊検査及び不妊治療を受けた夫婦に対して、不妊治療に要する

費用及び交通費宿泊費の一部を助成します。 

 

・対象者（以下のすべての要件に該当している方が対象です） 

１．婚姻から 1 年以上経過している夫婦 

２．申請日の 1 年以上前から神津島村に住所を有する夫婦 

３．医療保険加入者（健康保険） 

４．村税等を滞納していないこと 

５．他の道府県若しくは区市町村において、同一の不妊検査及び一般不妊治療に

係る医療費助成を受けていない者又は当該医療費助成を受ける予定がないこと 

（ただし、東京都不妊検査等助成事業の助成金を受けた者は、交通費及び宿泊費

の申請のみ） 

 

・対象となる治療および助成内容 
助成の対象 助成額 

区分 対象経費 検査・治療費 交通費 宿泊費 

不妊検査 

不妊治療 

☆医師が不妊

症の診断のた

めに必要と認

める一連の検

査 

 

☆人工授精・タ

イミング療法・

排卵誘発法  

その他医師が

認めた不妊治

療 

☆1 年度 1 回まで可能 

対象とする年度（4/1～3/31）の検

査費と治療費をまとめて申請 

 

☆治療費から 1/2 の額を助成（100

円未満切捨て） 

 

※1 回の申請が 50,000 円を超える

ときは 50,000 円とする 

☆1 回（1 年間） 

の検査と治療につ 

き往復 10 回まで 

助成 

 

☆片道 5,000 円を

上限に助成 

（夫の検査等のた

めの交通費を含む） 

☆1 回（1 年間） 

の検査と治療に 

つき 18 泊まで 

助成 

 

☆1 泊 3,000 円を

上限に助成 

（夫の検査等のた

めの宿泊費を含む） 

特 定 不 妊 

治療 

体外受精及び 

顕微授精 

☆1 年度 2 回まで可能 

 

☆治療費から東京都特定不妊治療 

費助成額を差し引いた額の 1/2 の 

額を助成 

（100 円未満切捨て） 

 

※1 回の申請が 100,000 円を超え 

るときは 100,000 円とする 

☆1 回の治療につ 

き往復 8 回まで 

 

☆片道 5,000 円を

上限に助成 

（夫の精液採取等

のための交通費を

含む） 

☆1 回の治療につ 

き 11 泊まで助成 

 

☆1 泊 3,000 円を

上限に助成 

（夫の精液採取等

のための交通費を

含む） 

次ページへ 

         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

生まれてくる赤ちゃんへの障害（先天性風しん症候群）の発生を防止する

ため、風しんの免疫をもっているかどうか調べる抗体検査を実施します。 

 

・抗体検査対象者 

① １９歳以上の妊娠を希望する女性で風しん抗体検査を希望する者。 

② 妊娠を希望する女性のパートナー 

③ 妊婦のパートナー 

④ 妊婦と同居している者 

※ただし、すでに風しんワクチンの接種を２回以上受けていることが確認

できる者と、他の医療機関等で抗体検査を受け、結果が確認できる者を除

く。 

 

・予防接種対象者 

抗体検査結果で低抗体者となった者 

 

・料金 

 抗体検査  無料 

予防接種 1,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都風しん抗体検査事業 

 

・申請方法 

検査及び治療が終了した日又は、東京都特定不妊治療費助成事業及び東京都不妊

検査等助成事業の承認決定通知を受けてから 1 年以内に申請をして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ：保健センター ℡8-001０ 
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問い合わせ：診療所 ℡8-1121 



●妊娠したら・・・ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠期から子育て期の切れ目のないサポート

(利用者支援事業)を行います 
「こんなときはどうしたらいいのだろう？」と思うときはあり

ませんか。一人で悩まずに、お気軽に保健センターへ。保健師

が妊娠・出産・子育てに関する情報提供や相談を受け付けてい

ます。 保健センター       ℡04992-8-0010 

保健師直通ダイヤル    ℡090-3594-4281 

保健センターＬＩＮＥ＠  ＩＤ iez1523c  

                             QR コード 
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①まず、神津診療所か内地の医療機関(産婦人科)を受診しましょ

う。診療所を受診する場合には、午前中の一般外来を受診しまし

ょう。 

 

②母子手帳や妊婦健診受診券を発行しますので、保健センターに

来所してください。 

(各種助成金の説明や妊婦健診の説明などを保健師よりいたします

ので、時間に余裕をもっての来所をお願いします。また来所する

際には事前にご連絡いただけますと幸いです) 

 

できるだけ、12 週までに母子手帳を受け取るようにしましょう。 

妊娠したかもと思ったら・・・ 

問い合わせ：保健センター ℡8-001０ 



●子育ての知識を深めよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●妊婦さんの健康管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【妊婦健康診査の回数と受診時期】 
妊娠初期から２３週までは４週に 1 回、２４週から３４週ま

では２週に１回、３５週以降は週に 1 回の受診が必要です。 

 

 
 

 

期間 妊娠初期～23 週 妊娠 24 週～35 週 妊娠 36 週～出産まで 

健診回数 1・２・３・４ ５・６・７・８・９・10 １１・１２・１３・１４ 

受診間隔 ４週間に 1 回 2 週間に 1 回 1 週間に 1 回 

毎回共通す

る基本的な

項目 

●健康状態の把握・・・妊娠週数に応じた問診・診察などを行います。 

●検査計測・・・妊婦さんの健康状態と赤ちゃんの発育状態を確認するための基本検査を行います。 

基本検査例：子宮低長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査(糖・蛋白)、体重 

●保健指導・・・妊娠期間を健やかに過ごすための食事や生活に関するアドバイスを行います。 

必要に応じ

て行う医学

的検査 

●血液検査(初期に 1 回) 

血液型(ABO 血液型、Rh 血液型、

不規則抗体)、血算、血糖、B 型肝

炎抗原、C 型肝炎抗体、HIV 抗体、

梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体 

●子宮頸がん検診 

(初期に 1 回) 

●超音波検査 

(期間内に 2 回) 

●血液検査(期間内に 1 回) 

血算、血糖 

●B 型溶血性レンサ球菌 

(期間内に 1 回) 

●超音波検査 

(期間内に 1 回) 

●血液検査(期間内に 1 回) 

血算 

●超音波検査(期間内に 1 回) 

●血液検査 HTLV-1 抗体検査 

(妊娠 30 週までに 1 回) 

●性器クラミジア 

(妊娠 30 週までに 1 回) 

 

妊娠された方とそのご家族を対象に、妊娠中の健康管理、出産準

備、新生児の育児などを学べる教室です。妊婦さん同士の交流の場

としてもお役立てください。 

不定期開催となりますので、対象者には個別にご連絡いたします。 

マタニティクラス・パパママクラス 

保健師・助産師が妊婦さんのご自宅に伺い、妊娠生活や出産後の

生活についてのご相談にのります。ご希望の方は保健センターにご

連絡下さい。 

妊婦訪問 

妊婦健康診査① 

問い合わせ：保健センター ℡8-001０ 

問い合わせ：保健センター ℡8-001０ 
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【初回の妊婦健診に関して】👈重要！！ 
初回の妊婦健診(母子手帳が発行された後の 1 回目の健診)は、

出産する病院か出産する病院に指定された内地の医療機関で受け

て下さい。 

 初回の妊婦健診は、妊娠週数の確定や正常な妊娠かの判断など

お母さんとお腹の赤ちゃんにとって特に大事な健診です。また、

今後の妊婦健診や里帰りの時期などを相談する大事な機会でもあ

ります。 

 

【初回以降の妊婦健診に関して】👈重要！！ 
初回以降の健診は、神津島村診療所で受けてよいかどうかを出

産病院の主治医にご確認ください。その際には診療所では、『経

腟エコー』『子宮頸がん検診』『クラミジア抗原検査』『膣細菌培

養検査』ができないこと、診療所の医師は産婦人科医ではないこ

とをお伝えください。 

 診療所で、妊婦健診を受けてよいと言われた場合には、主治医

から診療所に宛てた紹介状をご持参の上受診してください。 

 また診療所で妊婦健診をうけてもよいと言われた方でも、8 週

に 1 回は出産する病院か、出産する病院に指定された内地の医

療機関で受けて下さい。 

 

【主治医の許可を得て、神津島診療所で受診する場合】 
診療所の妊婦健康診査実施日は毎週水曜日１５時からとなりま

す。1 週間前までに必ず診療所(電話：８-1121)にご予約くださ

い。 

※出血や腹痛などの症状がある方は、健診日以外でも受診できま

す。事前に診療所に電話した上で受診をして下さい。 

 

 

 

 

妊婦健康診査② 
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【妊婦健康診査の費用助成】 

・都内で受診される方 

妊婦健康診査１４回分、妊婦超音波検査４回分、妊婦子宮頸がん健

診 1 回分の受診票をお渡しします。この受診票は東京都内の医療機

関で使用することができます。(再交付はできませんのでご注意くだ

さい) 

※使用しなかった券は保健センターにご返却ください。 

 

・都外で受診される方 

都外の医療機関、または都内の一部助産院で受診される方は、受診

票が使用できませんので、償還払い制度があります。詳しくは、6 ペ

ージの「都外妊婦健診の助成について」をご参照下さい。 

 

 

 

妊娠中、急な体調の変化がおこることも考えられま

す。 

お母さんと赤ちゃんの安全を守るために３４週までに

は、必ず出島してください。いざ出島しようと思った

時に、天候不良で島を出る交通手段がないことも考え

られます。出島することがどうしても難しい場合に

は、ご相談ください。 

 

 

 

～安心して妊娠生活を送るために～ 

妊婦健康診査③ 
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島内で妊娠生活を送る場合、何かあったときの対応は診療所が 

行うことになります。妊婦健診を受けるにあたっては、最低 1～

2 回は診療所で受診していただきますようお願いいたします。 

 

 

妊婦健診についてのお願い 

歯科健診を公費で 1 回受けることが出来ます。妊娠中の口の中

は、むし歯や歯の病気になりやすい環境です。健やかな妊娠・出

産のため、歯科健診の受診をお勧めします。事前に診療所歯科に

ご予約の上、妊婦歯科健診票をご持参して受診して下さい。 

妊婦歯科健診 

妊婦高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患などで入院

治療が必要になった場合、その入院医療費の一部が助成されます。

詳しくは島しょ保健所にご確認ください。 

妊婦高血圧症候群等の医療給付 

問い合わせ：島しょ保健所 ℡８-０８８０ 

問い合わせ：診療所歯科 ℡8-1361 

生後 1 ヶ月以内の赤ちゃんは体温調節機能や免疫が十分ではない

ため大変体調が変化しやすくなっています。1 ヶ月健診が終わる頃

までは出来る限り島外で過ごし、何かあったときにすぐに医療機関

にかかれるようにしておくことをおすすめします。 

産後帰島するタイミングについて 
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●助成金などの制度について 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都内などで、妊婦健診を受ける際の交通費助成を、神津島村

独自の事業として行っております。 

妊婦健診を受けに島外に出て帰島した場合、１回につき 4 万

円を５回まで申請することができます。 

 

■対象 

神津島村に住民登録があり、実際に居住されている方 

 

■対象期間 

母子手帳交付日から出産するまでの間 

出産の為の出島後（帰島後も含む）の申請は、対象外になりま

すのでご注意ください。 

 

■申請方法 

島外へ健診に出ましたら、１回ごとに申請をして下さい。まと

めての申請はできません。 

健診を終えて帰島しましたら、なるべく 1 週間以内に申請を

行ってください。 

 

■申請に必要なもの 

・母子手帳（健診欄に島外の病院名印が押してあるもの） 

※健診を受けたら、必ず押印があるか確認して下さい。 

・印鑑 (スタンプ式不可） 

・住民票（初回申請時のみ必要） 

・振込先の口座番号等が確認できるもの 

※通帳もしくはキャッシュカード  

（七島信用組合、ゆうちょ銀行のみ） 

 

■申請先 

・保健センター 

 

 

 

出産支援特別助成金 

問い合わせ：保健センター ℡８-００１０ 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出産の準備のための出島後の、産前産後に係る宿泊費または、交

通費の助成をします。詳しくは別紙「出産支援前後助成金につい

て」をご参照下さい。 

 

出産前後支援助成金 

問い合わせ：保健センター ℡８-００１０ 

 

里帰り出産等のために、都内の契約医療機関外で妊婦健康診

査を受診したために、妊婦健康診査受診票等が使用できなかっ

た方に対して、妊婦健康診査費用の一部を助成します。 

 

■対象となる要件 

・助成金の申請を予定しているのは、母子手帳交付後の妊婦健

診であること 

・里帰り出産等で、都内契約医療機関以外で妊婦健診を受診し

たために、「妊婦健康診査受診票」「妊婦超音波検査受診票」「妊

婦子宮頸がん検診受診票」が使用できなかった 

・妊婦健診受診日現在、神津島村に住民登録がある 

 

■対象外となる要件 

・都内契約医療機関を受診した分 

・保険診療分 

・文書料や予防接種料等 

 

■申請に必要なもの 

・母子手帳（健診欄に島外の病院名印が押してあるもの） 

・医療機関が発行した領収書 (コピー不可)  

・赤ちゃんのエコー写真 

・未使用の受診票 

・印鑑 （スタンプ式不可） 

・健康保険証 

・住民票 （出産支援特別助成金を既に申請している場合は不

要。） 

・振込先の口座番号等が確認できるもの  

※通帳もしくはキャッシュカード （七島信用組合、ゆうちょ銀

行のみ） 

 

■申請先 

・保健センター 

 

 

 

都外妊婦健診の助成について① 

日
付
が 

そ
ろ
っ
て
い
る
も
の 

9

か

月



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

■申請方法 

・この申請は出産支援特別助成金と違い、その都度ではな

く、まとめての申請ができます。 

・健診を受診した最後の日及び出産後半年以内に申請をして

下さい。 

☆使用しなかった券は保健センターにご返却ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

都外妊婦健診の助成について② 

助成金の上限額（２０２1 年度） 

○１枚目の青い受診票（1 回目）→ １０,８５０円 

○２枚目以降の黄色受診票（2 回目～14 回目）→ ５,０７０円 

○超音波検査受診票（4 枚）→ ５,３００円 

○子宮頸がん検診受診票（1 枚）→ ３,４００円  
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問い合わせ：保健センター ℡８-００１０ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出産の準備のための出島後の、産前産後に係る宿泊費また

は、 交通費の助成をします。下記のどちらか一方の助成にな

ります。 

 

■対象 

 神津島村に住民登録があり、実際に居住されている方 

 

■対象となる費用(①もしくは②のどちらか一方) 

① 出産に備え、34 週以降に島外の出産する場所に事前に待

機及び出産後 31 日までの宿泊費 

② 出産に備え、島外に出島した際の里帰り先までの往復交通

費 

 

区分 補助対象経費 助成額 

宿泊費 出産に備え、待機及び出産

後 31 日までに要した宿泊

費。対象となる宿泊費の補

助は、妊娠 34 週以降から出

産後 31 日までとする。 

1 泊につき、2,000

円とし、74 泊を上

限とする。 

交通費 里帰り先までの往復交通費 

出産に備え、島外に出島し

た際の里帰り先までの往復

交通費。基準場所は、調布飛

行場または、東京港竹芝桟

橋等の最寄り駅から里帰り

先までとする。 

148,000 円までを

上限とし、係る経費

の 1/2 を助成する。 
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■申請方法 

 出産後半年以内に申請をして下さい。 

 

■申請に必要なもの 

・宿泊機関及び交通機関が発行した領収書 (コピー不可) 

・医療機関が発行した領収書 (コピー不可) 

・出産が証明できるもの （受診医療機関の出産に係る領収書

等） 

・印鑑  （スタンプ式不可） 

・振込先の口座番号等が確認できるもの  

※通帳もしくはキャッシュカード （七島信用組合、ゆうちょ銀

行のみ） 

 

■申請先 

・保健センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出産前後支援助成金② 

問い合わせ：保健センター ℡８-００１０ 

 


